
薬事生産動態統計調査報告ご担当者の方へ 

 

薬事工業生産動態統計調査オンライン報告のご案内 

 
 
◎調査票がインターネットで提出可能となりました。 

「政府統計オンライン調査システム」を利用したオンライン報告を平成２２年１月より運用開始しました。 

※「電子申請・届出システム」を利用した調査票の送信は平成２３年３月末で廃止となりました。 

 

 

◎オンラインを活用した報告 （送信） は経済的です。 

・調査票をご郵送頂く必要がなくなるので、郵送代金が削減できます。 ※インターネットに接続可能なパ

ソコンがあれば利用可能です。 

・調査票は即時送信されますので、時間に余裕を持ってデータ作成を行うことができます。 

 
 
◎オンライン調査システムを利用するためには？ 

・以下の環境が必要となります。 

＜ PC の環境＞ 

○事業者システムV6.4の場合 

OS ：  Windows 10、８、７ 

ソフト： Excel 2016、2013、2010 

 

○事業者システムV6.3の場合 

OS ：  Windows ８、７、XP 

ソフト： Excel、2013、2010、2007 

 

○事業者システムV6.2の場合 

OS ：  Windows ７、XP、Vista 

ソフト： Excel、2010、2007、2003 

 

 

＜通信環境＞ 

インターネットに接続できる環境 

・オンライン調査票作成ツール「事業者システムV6.4」、「事業者システムV6.3」又は「事業者システムV6.2」 
（旧バージョンではオンライン報告は利用できません） のインストールが必要となります。 

・調査対象者 I D （政府統計オンライン調査用のもの） 

 

 

 

 

 

 



◎オンライン調査システム利用の流れ 

＜事前準備＞ 

① 調査対象者 I D の発行申請を行って下さい。（http://www.mhlw.go.jp/topics/yakuji/jigyou3.html） 

②「事業者システム」を PC にインストールして下さい。インストールの際には、お手数ですが事業者シス

テム操作手引書のインストールの章の参照をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

事業者システム、事業者システム操作手引書及び調査票記入要領等は、厚生労働省HPよりダウンロード

願います。  

URL：http://www.mhlw.go.jp/topics/yakuji/jigyou.html 



＜報告の流れ＞ 

③「事業者システム」を使い、調査票データを作成します。 

④「政府統計オンライン調査総合窓口 

https://www.e-survey.go.jp/top1/GD09010101V.do?first_request=on」にアクセスし、①で取得し
た調査対象者 ID でログインします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑤ ③で作成した調査票データを送信します。（詳細な手順は「事業者システム操作手引書」を参照願
います。）初回ログインする際に登録するメールアドレス宛に受付完了通知メールが送信されます。  

≪報告終了≫ 

 

 

◎その他 

・提出先が都道府県となる製造所分の報告は、オンライン報告が可能かどうか管轄の都道府県担当者
にご確認下さい。 

・事業者システムのシステムトラブルについては専用のヘルプデスクがございます。ヘルプデスク連
絡先は下記のとおりです。 

 
会社名   富士テレコム株式会社 
E－mail   ml-helpdesk-yakuji@ml.fujitelecom.co.jp 
電話番号  ０３－６３８０－５０２０ 
Fax 番号  ０３－３９６４－６３７３ 

 


